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＜ 要 旨 ＞ 

 

 

本稿の第一の目的は、わが国の特許制度において、経済的価値の高い発明に

係る特許は、特許権侵害に関する係争が生じる確率が高いことを実証的に明ら

かにすることである。第二の目的は、分割出願制度および変更出願制度が、こ

の確率を上昇させていることを確認することである。 

実証分析において、特許権侵害に関する係争の代理変数として、特許権侵害

差止等請求事件と差止請求権等不存在確認請求事件、特許無効審判事件を用い

た。 

本稿の実証分析により、発明の経済的価値が高い特許は、特許侵害の係争が

生じる確率が高いことが明らかになった。さらに、分割出願および実用新案登

録出願に基づく変更出願は、この確率を高めることが明らかになった。しかし、

意匠登録出願に基づく変更出願については、この確率を高めていることは確認

されなかった。 

出願人は権利化に要する費用を投資する時期を遅らせるために、分割出願お

よび実用新案登録出願を選択していると考えられる。 
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